
様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 給排水装置工事申請等受付管理システム 

行政機関等の名称 下水道事業の管理者の権限を行う酒田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
酒田市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
給排水工事の各種申請や指定工事事業者等に関する情報を一元化し

て管理することにより、事務処理を正確に効率よく行うため。 

記録項目 １氏名カナ、２氏名、３設置町名、４設置番地、５事業者名称 

記録範囲 給排水装置工事申込者 

記録情報の収集方法 指定給水装置工事事業者、指定下水道工事店からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）酒田市建設部下水道課 

（所在地）〒998-0854 酒田市末広町 14 番 14 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

☑有  □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（条例要配慮個人情報の規定なし） 

備 考 － 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 受益者負担金管理システム 

行政機関等の名称 下水道事業の管理者の権限を行う酒田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
酒田市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
公共下水道受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び合併浄化槽

事業分担金の賦課、徴収、猶予対象者の管理を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３電話番号、４受益者負担金・分担金額、５通知

書番号、６口座情報、７賦課地積、８賦課地番 

記録範囲 受益者負担金・分担金の賦課対象者 

記録情報の収集方法 受益者負担金・分担金賦課対象者からの申請、住民基本台帳 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）酒田市建設部下水道課 

（所在地）〒998-0854 酒田市末広町 14 番 14 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

☑有  □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（条例要配慮個人情報の規定なし） 

備 考 － 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 排水設備責任技術者マスタ 

行政機関等の名称 下水道事業の管理者の権限を行う酒田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
酒田市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
排水設備責任技術者の更新処理において、当自治体に届け出る必要

のある対象者を抽出するため。 

記録項目 
１登録番号、２氏名、３生年月日、４住所、５勤務先、６電話番

号、７資格取得年月日、８有効期間 

記録範囲 排水設備責任技術者登録者 

記録情報の収集方法 山形県下水道協会からの CD-ROM 配布 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）酒田市建設部下水道課 

（所在地）〒998-0854 酒田市末広町 14 番 14 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

□有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（条例要配慮個人情報の規定なし） 

備 考 － 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 排水設備台帳 

行政機関等の名称 下水道事業の管理者の権限を行う酒田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
酒田市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
下水道の排水設備に関する申請書類、図面等を電子データ化し、排

水設備の情報照会に迅速で効率よく対応するため。 

記録項目 
１所有者氏名、２所有者住所、３所有者電話番号、４使用者氏名、

５使用者住所、６所有状況、７下水道情報 

記録範囲 排水設備工事申込者（所有者） 

記録情報の収集方法 指定下水道工事店からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）酒田市建設部下水道課 

（所在地）〒998-0854 酒田市末広町 14 番 14 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

☑有  □無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（条例要配慮個人情報の規定なし） 

備 考 － 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 酒田市下水道台帳管理システム 

行政機関等の名称 下水道事業の管理者の権限を行う酒田市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
酒田市建設部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 下水道排水設備所有者の管理 

記録項目 
１所有者氏名、２所有者住所、３所有者電話番号、４使用者氏名、

５使用者住所、６下水道接続状況 

記録範囲 排水設備工事の申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）酒田市建設部下水道課 

（所在地）〒998-0854 酒田市末広町 14 番 14 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第 21 条第 7 項に該当するファイル 

□有  ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
（条例要配慮個人情報の規定なし） 

備 考 － 

 


